
 

 

 

 

 

平成２７年度食品衛生監視指導の結果 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度広島県食品衛生監視指導計画に基づく実施結果（概要） 

「食品衛生法」及び「広島県食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」に基づき策定

した「平成２７年度広島県食品衛生監視指導計画」の実施結果について取りまとめました。 

 

Ⅰ 監視指導の範囲 

 
広島県内（保健所設置市である広島市，呉市，福山市を除く※。） 
※ 食品衛生法の規定により，監視指導計画の策定・結果公表は県及び保健所設置市がそれぞれ行うことと

なっています。 

 
Ⅱ 監視指導の期間 

 
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 
Ⅲ 監視指導結果 

 
１ 年間立入検査件数（保健所，食肉衛生検査所実施） 

営業施設等の衛生状態，使用原材料・製品のリスク等

を考慮して，施設ごとに監視する回数を設定し，広域流

通食品製造施設，大量調理施設などを中心に重点的，効

果的な監視指導を実施しました。 

 

 計画件数 実施件数 達成率 

24,800件 28,532件 115％ 

 

２ 年間試験検査等件数（保健所，総合技術研究所保健環境センター，登録検査機関実施） 

収去検査（食品衛生法に基づく食品等の検査）及び水産食品のモニタリング検査を実施

した結果，違反件数は 4件，違反率は 0.1％でした。 

 

検査項目 
検査対象食品

等 
計画件数  検査件数 違反件数 

収
去
検
査 

食品添加物等 各種食品 

4,200検体 
うち輸入食品 
300検体 

 

4,001件 
うち輸入食品 

269件 
 

 

＜達成率＞ 

95.3％ 
うち輸入食品 

89.7％ 

4件 
うち輸入食品 

0件 
 

 

＜違反率＞ 

0.1％ 
うち輸入食品 

0％ 

細菌 各種食品  

残留農薬 
農産物，牛乳，輸入

食肉 
 

遺伝子組換え 野菜，その加工品  

アレルギー物質 そうざい  

生かき成分規格 生かき  

有害物質 魚介類，鶏卵，鶏肉  

抗菌性物質 魚介類，食肉  

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査 

かき養殖海域の細

菌数等 
海水，かき  

貝毒 
かき，アサリ，ムラ

サキイガイ 
 

有機塩素系物質 

・重金属 
かき  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【違反食品の内容：4件】 

食品名 違反等内容 

生食用かき 基準を超える E.coil最確数(1) 

アイスクリーム類 大腸菌群検出(3) 

注) （ ）内は違反件数 

３ 一斉監視（保健所実施） 

施設に立入調査を行い，衛生管理の徹底や不適正表示の改善及び不良食品の排除などの

指導をしました。 

 一斉監視 実施内容 

夏期食品一斉監視 

（H27.7.1～8.14） 

 監 視 件 数 ： 5,820 件 

 指 導 件 数 ： 192 件 

 試験検査件数： 427 件 

年末食品一斉監視 

（H27.12.1～12.28） 

 監 視 件 数 ： 3,541 件 

 指 導 件 数 ： 147 件 

 試験検査件数： 203 件 

HACCP承認施設一斉監視 

（H27.4～H28.3） 

 監 視 件 数 ： 5 件 

 （対象施設数： 5施設）  

食品表示適正化推進月間一斉監視 

（H27.12.1～12.31） 

 監 視 件 数 ： 2,259 件 

 指 導 件 数 ： 24 件 

 表示講習会開催回数： 5 回 

食中毒予防月間重点施設監視 

（H27.7.1～8.31） 

 監 視 件 数 ： 1,413 件 

 指 導 件 数 ： 52 件 

 試験検査件数： 555 件 

 講 習 会 開 催 回 数： 111 回 

食品衛生機動班による 重点監視 

（12件/年） 
 監 視 件 数 ： 16 件 

 
４ 食品等別重点監視指導・検査（保健所，食肉衛生検査所実施） 

大規模な健康被害の発生や食品表示の偽装等を未然に防止するため，広域流通食品など
の重点的な監視指導等を実施しました。 
また，安全な食肉の流通確保のため，ＢＳＥスクリーニング検査やと畜検査・食鳥検査

を実施しました。 

 一斉監視 実施内容 

生かき 

 作業場監視件数： 1,183 件 

 収去検査件数： 339 件 

 生産者衛生講習会等開催： 11 回 

集団給食及び仕出し弁当  監 視 件 数 ： 3,037 件 

広域流通食品 

（菓子，清涼飲料水等） 

 製造施設監視件数： 4,312 件 

 
衛生管理及び記録の作成・保存の徹底 

消費期限等の設定根拠の確認 

ＢＳＥスクリーニング検査  検査件数（牛）： 24 頭(対象全頭) 

と畜検査・食鳥検査 
 検査件数（牛）： 675 頭 

 検査件数（鳥）： 3,610,181 羽 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 食中毒等健康危害発生時の対応 

 
食中毒事件に際し，「広島県食中毒対策要綱」に基づき迅速かつ的確な調査を行い，原因

究明，拡大防止及び再発防止を図りました。 

  発生件数 有症者数 死者数 

集団食中毒 
（有症者 6名以上の食中毒） 

15 880 0人 

散発食中毒 54 72 0人 

合計 69 952 0人 

注）平成 27年に広島県内（保健所設置市を含む。）で発生した食中毒 

Ⅴ 食品等事業者の自主的衛生管理の推進 

 
１ 食品衛生講習会及び食品衛生責任者養成講習会の開催 

食中毒予防や食品表示に関する講習会，食品衛生管理の中心的な役割を担う食品衛生責
任者の養成講習会等を実施しました。 

 食品衛生講習会  食品衛生責任者養成講習会※ 

開催回数 参加者人数  開催回数 参加者人数 

325 11,309人  34回 1,438人 

※ 一般社団法人広島県食品衛生協会に委託して実施 
２ 広島県食品自主衛生管理認証制度の推進 

    事業者の自主主衛生管理体制を推進するため，認証取得の取組みを支援しました。 

 
業種 

認証施設数の推移 

H27.3 H28.3 

かき作業場（2類） 13施設 15 施設 

菓子製造業（パン） 2 施設 2 施設 

菓子製造業（和生菓子） 13 施設 13 施設 

菓子製造業（洋生菓子） 3 施設 3 施設 

菓子製造業（その他の菓子） 10 施設 10 施設 

弁当･そうざい製造業（配送･卸売り） 19 施設 20 施設 

弁当･そうざい製造業（店頭売り） 8 施設 8 施設 

煮豆･佃煮製造業 4 施設 4 施設 

加工のり製造業 5 施設 5 施設 

鶏卵選別包装施設（GPセンター） 2 施設 2 施設 

食酢･加工酢製造業 1 施設 1 施設 

みそ製造業 2 施設 2 施設 

めん類製造業 3 施設 3 施設 

ソース類製造業（ウスターソース類） 1 施設 1 施設 

ソース類製造業（その他のソース類） 0 施設 0 施設 

ふりかけ類製造業 0 施設 0 施設 

漬物製造業 1 施設 1 施設 

かき加工品（冷凍）製造業 0 施設 0 施設 

食品販売業 0 施設 0 施設 

食肉販売業 追加 0 施設 

魚介類販売業 追加 0 施設 

合計（21業種） 87 施設 90 施設 

 

 
（認証マーク）

 
 

 

(ポスター) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 関係者相互の情報及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施 

 

 
１ 県民との意見交換 

（１）広島県食品安全推進協議会の開催 

消費者，生産者，事業者，市町の代表及び学識経験者

並びに行政関係者による食品の安全対策に関する意見

交換や次年度の食品衛生監視指導計画等について検討

しました。 

（２）リスクコミュニケーションの推進 

食品の安全・安心確保対策や食品衛生等についての講

演会等を開催し，参加者との意見交換を行いました。 

また，関係団体主催のシンポジウムに参加しました。 

 

 

広島県食品安全推進協議会 

２ 消費者への情報提供 

（１）啓発等  

県ホームページ，広報誌，パンフレット

等により食中毒予防，食品の安全に関する

情報等を提供するとともに，監視指導の実

施状況について，公表しました。 

（２）講習会等の開催 

農薬の適正使用や食品衛生に関する情

報提供に努めました。 

 

 

項目 実施内容 

広島県食品安全

推進協議会 

開催回数：  2 回 

参加者数： 77 人 

リスクコミュニ

ケーション 

開催回数： 2 回 

参加者数： 358 人 

広報・講習会等 
広報回数： 16 件 

開催回数： 6 件 

 

 参考 

 

 
１ 監視指導の体制 

 機  関 

県保健所生活衛生課・衛生環境課 

（４保健所３支所） 
県食肉衛生検査所 県庁食品生活衛生課 

 
２ 試験検査体制 

 機  関 

県保健所試験検査課 

（２保健所） 
県食肉衛生検査所 

県立総合技術研究所 

保健環境センター 
登録検査機関 

 
３ 人材育成 

新任食品衛生監視員等研修会，食品衛生監視員等業績発表会の開催及び各種研修会への

派遣により，食品衛生監視員，と畜検査員及び食鳥検査員等の知識，技術の向上に努めま

した。（19 回） 

 ４ 関係機関との連携 

大規模・広域的な食中毒や食品等の違反事

案に対応するため，国及び他の自治体等と情

報交換を図るとともに，県内の保健所設置市

や国の関係機関，県庁関係部局と食品の安

全，表示対策に係る連絡会等を開催し，連携

に努めました。 

 

 

項目 実施回数 

国及び他の都道府県との連携 15 回 

県内保健所設置市との連携 13 回 

県関係部局との連携 5 回 
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平成２７年度広島市食品衛生監視指導の実施結果（概要版）  

広島市では、市内に流通する食品の安全・安心を確保するため、「平成２７年度広島市食品衛生監視指導計画」

を策定し、この計画に基づき、食品の適正表示や食中毒予防に取り組んできました。ここに、平成２７年度の

実施結果をお知らせします。 

 

１１  監監視視指指導導件件数数    

（１）食品関係施設への立入検査   

区
分 

計画回数 
（回／年） 

対  象  施  設 計画件数 立入件数 

Ａ ４ 
・カキ作業場   ・総合衛生管理製造過程承認施設 

・対米、対ＥＵ輸出水産物加工施設 
４００  ２８６ 

Ｂ ３ 

・飲食店営業(旅館、仕出し屋)・乳処理業 
・乳製品製造業       ・魚介類せり売営業    
・魚肉練り製品製造業    ・食品の冷凍又は冷蔵業 
・あん類製造業       ・アイスクリーム類製造業 
・食肉処理業        ・食肉製品製造業 
・乳酸菌飲料製造業     ・ソース類製造業 
・豆腐製造業        ・めん類製造業 
・そうざい製造業       ・清涼飲料水製造業  

・食鳥処理場（認定小規模施設） 

７,２００  ５，９４４ 

Ｃ ２ 

・菓子製造業        ・納豆製造業 
・かん詰又はびん詰食品製造業・食用油脂製造業 
・みそ製造業        ・添加物製造業 
・食肉販売業及び魚介類販売業(処理加工を伴うもの)  
・加工水産物の製造業 

３,４００  ５,３２５ 

Ｄ １ 

・飲食店営業（一般食堂、レストラン等） 
・醤油製造業        ・酒類製造業 
・氷雪製造業        ・乳類販売業 
・加工水産物販売業 
・食肉販売業二類（処理加工を伴わないもの）        
・魚介類販売業二類(処理加工を伴わないもの) 
・食品製造業（漬物やコンニャク製造等の許可不要施設） 
・給食施設（学校を除く） 

１８,０００ １６,４７９ 

小 計 ２９,０００ ２８,０３４ 

Ｅ 随 時 

・飲食店営業（自動販売機、移動販売等）・喫茶店営業 
・氷雪販売業        ・魚介類等行商業 
・給食施設（学校）     ・乳さく取業 
・食品販売業（そうざいや菓子販売等の許可不要施設） 
・器具容器包装販売業    ・添加物販売業 

９,３００  １５,８８８ 

合 計 ３８,３００ ４３,９２２  

 

（２）イベント関連衛生指導 

祭典イベント出店露店等施設指導 ８回    ３,１１５件     

バザー等開始届に伴う事前指導         ３,１６５件     
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（３）違反の発見及び措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※

その場で改善が図られるなどの軽微なものの件数は除く。 

 

（４）苦情対応状況 

 

 

 

 

 

※Ｏ１５７等の感染症が疑われた情報提供に対する調査等   

内  容 

食品衛生法 
食品 
表示法 

健康 
増進法 合計 

６
条
（
４
号
除
く
） 

 
 

（
食
中
毒
・
腐
敗
等
） 

６
条
４
号 

(

異
物
混
入) 

１
１
条
２
項
（
６
２
条
の 

準
用
規
定
を
含
む
） 

（
規
格
基
準
違
反
） 

１
１
条
３
項 

（
残
留
農
薬
基
準
違
反
） 

５
２
条 

（
無
許
可
営
業
） 

衛
生
事
項 

（
旧
食
品
衛
生
法
関
係
） 

品
質
事
項 

（
旧
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
関
係
） 

保
健
事
項 

（
旧
健
康
増
進
法
関
係
） 

  

違  反 ３ ０ １ ０ ０ ４２ ３７ ２ ０ ８５ 

違反の疑い ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

不  良 ０ ０ ０ ０      ０ 

不 適 正      ０ ０ ０ ０ ０ 

合  計 ４ ８１ ０ ８５ 

食  品 施  設 

有症苦情 その他※ 合 計 
異物混入 

カビ・腐敗・
変質 

味臭色の異

常・安全性 

表示・
その他 

不衛生 許可・その他 

１８５ ３１ ３２ ５２ ５０ ３６ ２０９ ５ ６００ 
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２２  食食品品等等のの検検査査    

 

区分 試験検査項目 主な対象食品 
計画検体

数 

実施検体

数 

違反件数 

（不良も

含む） 

収
去
検
査 

食中毒予防対策※ 

（微生物検査） 

食中毒起因菌、 

ノロウイルス 

食肉、食鳥卵、魚介類、生カ

キ 
２９１ ２８０ ０ 

衛生規範等 弁当、そうざい、生菓子、生

麺 
２４２ ２４２ ８ 

成分規格 乳製品、食肉製品、冷凍食品 １０１ １００ ０ 

食品安全対策 

（理化学検査） 

食品添加物 加工食品、輸入かんきつ類 １２３ １２３ １ 

成分規格 

乳、乳製品、乳酸菌飲料、清

涼飲料水、食肉製品、容器包

装等 

３０ ３０ １ 

栄養成分、アレ

ルギー物質、遺

伝子組み換え 

健康食品、加工食品等 ２１ ２１ ０ 

環境汚染物質、 

放射性物質 
野菜、果物、鮮魚介類等 ３２ ３１ ０ 

酸価・過酸化物

価 

揚げ菓子、揚げ油 
１６ １６ ０ 

ｐＨ、水分活性 

漬物、食肉製品、魚肉練り製

品、清涼飲料水、対米・対Ｅ

Ｕ輸出食品 

４５ ４４ ０ 

塩分濃度、固形

分 

生カキ 
５０ ６５ １０ 

カビ毒検査 苦情食品等 ２ ０ ０ 

農薬安全対策 残留農薬 野菜、果物、農産物加工品等 ７９ ８０ ０ 

畜水産食品対策 
残留動物用医薬

品 

食肉、乳、鶏卵、養殖魚等 ２５ ２５ ０ 

食肉（牛・豚等）【食肉衛生検

査所実施】 
２００ ２３９ ０ 

輸入食品対策 成分規格、添加

物等 

輸入食品（菓子、野菜果物等） 
再掲 100 再掲 39 ０ 

小計 １,２５５ １，２９５ ２０ 

そ
の
他
検
査 

貝毒対策 貝毒 カキ、アサリ、ムラサキ

イガイ 
４５ ２１ ０ 

食肉衛生対策 

【食肉衛生検査

所実施】 

細菌検査 食肉（牛、豚等） ７００ ７３４ ０ 

ＧＦＡＰ検査 牛 ８０ ８０ ０ 

ＢＳＥ検査 牛、めん羊、山羊 ２,０００ １，７２１ ０ 

小計 ２,８２５ ２,５５６ ０ 

合計 ４，０８０ ３,８５１ ２０ 
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３３  食食肉肉のの衛衛生生対対策策   

（１）と畜検査 

区 分 牛 馬 豚 めん羊 山羊 計 

と 畜 検 査 頭 数 ７，６３４ ３ ６７，７２８ ３１ ２ ７５，３９８ 

 
とさつ解体禁止 ２２ ０ ４ ０ ０ ２６ 

全部廃棄 ２３３ ０ ８３ ０ ０ ３１６ 

 

（２）ＢＳＥのスクリーニング検査 

区  分 牛 めん羊 山羊 計 

頭  数 １，６８８ ３１ ２ １，７２１ 

  

  

  

４４  中中央央卸卸売売市市場場のの監監視視指指導導   

 

 

 

 

  

  

  

５５  一一斉斉監監視視のの実実施施    

７月～８月にかけて「夏期食品一斉監視」実施するとともに、１１月～１２月にかけて「ノロウイルス食中

毒防止一斉監視」及び「年末食品一斉監視」を実施し、結果を本市ホームページに掲載しました。 

ア 立入検査 

内 容 夏期食品一斉監視 ノロウイルス食中毒防止及び年末食品一斉監視 

立 入 件 数 ７,６３０件 ７,６２７件 

違反・不良等の件数 ７８件 ４０件 

イ 食品検査 

内 容 夏期食品一斉監視 ノロウイルス食中毒防止及び年末食品一斉監視 

検 体 数 ２０７検体 ２０４検体 

違 反 件 数 １検体 １検体 

不 良 件 数 １２検体 ０検体 

  

  

  

  

  

  

市場早朝監視回数 ４５回 

有毒魚排除回数 
２回  

（監視時に発見した有毒魚（ナシフグ）を発見し廃棄したもの） 
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６６  食食中中毒毒等等健健康康被被害害事事案案のの発発生生状状況況    

＜平成２７年（１月～１２月）の食中毒患者数別、病因物質別食中毒発生状況＞ （  ）内は平成２６年の値 

区   分 事 件 数 患 者 数 

合   計 ４７件 （８１件） ４４７人 （６８８人） 

患者数別 

発生状況 

患 者 １ 人 の 散 発 食 中 毒 ３６件 （５４件） ３６人 （５４人） 

患 者 ２ 人 以 上 の 集 団 食 中 毒 １１件 （２７件） ４１１人 （６３４人） 

病因物質別 

発生状況 

細 

菌 

カンピロバクター ４０件 （６７件） ５２人 （１１４人） 

サルモネラ ０件 （ １件） ０人 （１５人） 

ぶどう球菌 ０件 （ ２件） ０人 （４３人） 

ノロウイルス ３件 （ ９件） ３６８人 （５１３人） 

 寄生虫（アニサキス） １件 （ ０件） １人 （ ０人） 

化学物質（ヒスタミン） １件 （ ０件） ２１人 （ ０人） 

植物性自然毒（フグ毒） １件 （ １件） ２人 （ １人） 

植物性自然毒 ０件 （ １件） ０人 （ １人） 

その他細菌※ １件 （ ０件） ３人 （ ０人） 

 

７７  事事業業者者のの自自主主衛衛生生管管理理のの促促進進    
 

（１）講習会の実施 

区  分 内   容 回  数 

食品事業者の 
責務の周知 

経常的な監視指導や講習会を実施し、食品の安全を
確保するための知識・技術の習得や自主検査の実施
を指導 

講 習 会：    ８３回 
受 講 者 数： ４,４６５名 

食品衛生責任者 
講習会※の実施 

営業施設に設置が義務付けられている食品衛生責
任者の養成講習会を実施 

養成講習会：    ２１回 
受 講 者 数： １,７７１名 

営業許可の更新時（５年～６年）に、店舗の食品衛
生責任者が最新の衛生知識を習得するための講習
会を実施 

実務講習会：    １９回 
受 講 者 数：  １,４４６名 

※一般社団法人広島市食品衛生協会の開催する講習会を、「食品衛生責任者養成講習会」及び「食品衛生責任者実務講習会」

として市長が指定・認定し、食品衛生責任者の養成を行いました。 

（２）食品衛生責任者の設置 

   食品営業施設において義務付けられている食品衛生責任者の設置について指導を行いました。 

 

 

 

年度 平成２７年度末 平成２６年度末 

食品衛生責任者設置率 ９５．１％ ９５．９％ 
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８８  食食品品衛衛生生協協会会等等ととのの連連携携    

   

団 体 名 目   的 内   容 回 数 

一 般 社 団 法 人 
広島市食品衛生協会 

食品衛生指導員への支援 研修会・勉強会の講師派遣 ４回  

食品検査センター事業の
促進 

食品取扱施設へ製品等の細菌検査や検
便等の科学的データに基づく衛生管理
を指導 
従業員講習会を企画している施設への
講師の紹介 

随時  

協会運営への協力 
支所会議参加 
本部会議参加 

５回 
４回 

啓発事業への協力 
食中毒防止キャンペーン 
合同監視 

９回  
８回  

広島市生活衛生推進
員事務局 

会議、研修、市民へ食の安
全に関する情報の発信や
意見交換会の実施を支援 

会議参加 
啓発イベント協力 
研修会・講演会 

４１回  
４５回  
２２回  

   

９９  ＨＨＡＡＣＣＣＣＰＰのの考考ええをを取取りり入入れれたた自自主主衛衛生生管管理理のの推推進進    

区 分 施設数 監視回数 内、査察回数※ 

総合衛生管理製造過程承認施設 ４施設   ６１回   ３回   

対米輸出水産食品加工施設 ２施設   ５０回   ２回   

対ＥＵ輸出水産食品加工施設 ２施設   １４回   ４回   

※中国四国厚生局が行う、各認定施設への現地査察に同行監視を行った。 
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１１００  食食のの安安全全・・安安心心にに関関すするる情情報報のの提提供供    

（１）食品安全情報センターによる情報提供 

内    容 実 施 回 数 

電子メールによる情報提供 
２１回（営業者向け登録件数：５７０件） 

１２回（ 市民向け登録件数：２７６件） 

市ホームページへの掲載 １５９回 

リーフレット作成 ２３種類 
 

（２）食品衛生知識の普及 

ア 消費者及び食品関係者を対象とした講習会の開催 

区  分 回    数 受 講 者 内   容 

講習会総計 
１４２回 

消費者    ５９回 

食品関係者  ８３回 

８,０４８名 
消費者    ３,５８３人 

食品関係者  ４,４６５人 

食中毒予防、自主衛生管理等 

イ 広報番組、食品衛生パネル展等による情報提供 

 

１１１１  市市民民やや営営業業者者ととのの意意見見交交換換     

区  分 出 席 者 内   容 回 数 

鶏卵ネットワーク会議 鶏卵取扱業者（６業者）、保健所 

サルモネラ食中毒、鶏卵の残

留農薬・動物用医薬品の検査

結果、鳥インフルエンザ等に

ついて情報を提供 

１回  

生活衛生推進員との意

見交換 

生活衛生推進員、生活衛生推進員

事務局、保健所 

食品衛生に関する諸テーマ

（食中毒予防、最近の食品を

とりまく問題など） 

４回  

９１名 

JAXAの方と一緒に宇宙

食を作る技（ハサップ）

を学ぼう！ 

中国四国厚生局、広島県、広島市、

小学生とその保護者 

宇宙食を作る衛生技術につ

いての講義、宇宙食の技でジ

ャム作りなど 

１回 

５６名 

 

区   分 回数又は期間 

広報番組（テレビ） ４回 

市広報紙（市民と市政） ２回 

健康科学館パネル展「くらしと食の安全の知恵」 ６ 月 ２ 日 ～ ７ 月 ７ 日 

各区巡回パネル展 ６月２日～８月２４日 

本庁舎広告塔懸垂幕の掲示（食中毒予防） ８月１８日～８月３１日 

市民球場「食中毒予防啓発」アナウンス等 ７月１３日～１０月６日 

食中毒予防パレード ８月 ３日 

一日食品衛生監視員（安佐南区） ８月 ３日 
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平成２７年度呉市食品衛生監視指導計画に基づく実施結果（概要） 

 

第１ 監視指導の範囲 

     呉市内 

 

第２ 監視指導の期間 

     平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの１年間 

 

第３ 実施体制 

 監視指導体制 

実 施 機 関 実 施 内 容 等 

呉市保健所 

生活衛生課 

・監視指導計画及び食品衛生に関する各種施策の策定 

・食品衛生関係施設の監視指導及び食品等の収去検査 

・違反食品，苦情食品に係る調査及び対応 

・食中毒（疑いを含む。），有症苦情等に係る調査及び対応 

・食品衛生関係従事者及び一般市民等への各種衛生講習会の実施など，食品衛生に関

する啓発事業 

・食品関係施設における自主衛生管理推進のための支援及び指導 

環境管理課 

登録検査機関 

  ＊注 

・食中毒，有症苦情（ノロウィルス，食中毒起因菌等）の検査 

・食品の成分規格（食品衛生法に規定されいる項目）検査 

・食品添加物，残留農薬などの検査  

・衛生規範等の指導指針に定める細菌検査 など 

     ＊ 平成２５年度から食品の試験検査業務の一部を食品衛生法に基づく厚生労働省登録検査機関

に外部委託している。 

   

第４ 関係機関との連携 

食中毒など食品衛生上の危害防止対策，安全・安心できる食品の製造・流通を図るため，各種連絡

協議会・研修会に参加し, 国や広島県，広島市，福山市等との情報共有，意見交換を行った。 

また，食中毒や違反食品等の関連調査等の対応は関係機関と相互協力しながら実施し,食品表示

に係る監視・指導については，旧ＪＡＳ法等所管関係機関と連携して実施した。 

 

第５ 監視指導結果 

1 年間立入検査件数 

計画件数 立入総件数 達成率 改善勧告等（件） 行政処分（件） 

５,０００ 5,363 107％ 0 0 

・ 食品取扱い施設のうち，食中毒等危害発生の可能性が高い施設を重点的に監視指導した。また，

夏期及び冬期には，集中・一斉監視等を実施し，食品事故や違反の未然防止を図った。なお，食品

の収去検査において食中毒細菌が検出された施設には勧告書の交付を食中毒発生施設に対して

は業務禁止の行政処分の措置を行った。 

２ 年間収去検査等実施件数（実施検体数として計上。下段の括弧内は輸入食品の内数） 

計画件数 実施件数 達成率 文書等指導件数 違反件数 

６００ 

（３０） 

509 

（4１） 

84.8％ 

（136％） 

0 

（０） 

0 

(０) 
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・ 市内において製造・流通している食品等の安全性の確認と安心を確保するため，食品中の微生

物,食品添加物，農作物等中の残留農薬等について収去（行政）検査を実施した。なお，結果不

良の施設に対しては立入調査を行うとともに，指導書による現場指導を実施した。また，食品苦

情に伴う設備等のふきとり検査や食品の官能検査等も実施した。 

３ 一斉監視  

（１） 夏期食品一斉監視（H2７.7.1～8.31） 

        ※ (  )内は，監視に係る件数のうち，表示指導に係る件数を対象とした件数の内数 

・ 夏期に多発する食中毒等の食品による事故の未然防止を図るとともに，積極的に食品衛

生の向上を図る見地から，食品取扱い施設に対して夏期一斉立入監視を実施した。 

     なお，指導を要する施設，食品が判明したものについては，文書等で改善指導を行った。 

（2）年末食品一斉監視（H2７.11.1～12.31） 

区  分 実施件数 文書等指導件数 行政処分/違反件数 

立入検査 859（618）    1０（９） （０） 

収去検査 71    ０   ０ 

           ※ (  )内は，監視に係る件数のうち，表示指導に係る件数を対象とした件数の内数 

・ 年末における食中毒等の未然防止及び多種類の食品が大量に流通することから，食品等の表

示の信頼性の確保を図る見地から，食品取扱い施設に対して年末一斉立入監視を実施した。 

   なお，指導を要する施設，食品が判明したものについては，文書等で改善指導を行った。 

（３） 食中毒予防月間一斉監視（H2７.7.1～8.31） 

① 食品関連施設における食中毒防止の監視指導 

・ 夏期食品一斉監視の施設立入に合わせ，食品取扱い業者への食中毒予防に対する意識高揚と

啓発をはかるため，ポスターやチラシ等の配布を実施した。（実施件数：夏期一斉結果参照） 

② 食品衛生月間行事（街頭啓発活動H2７.8.1） 

・ 市民等への啓発活動の一環として，呉市食品衛生協会と連携し，市内中心部等で食中毒防止

決起集会及び広報パレードを実施した。 

場  所 ： 呉駅前，大和ミュージアム前，れんがどおり 

参加者 ： 食品衛生指導員，食品企業役員，フィットネス・スタジオＧ－１ 及び呉市食品衛生

協会並びに行政関係者（参加者 合計 約１5９名参加） 

③  食中毒予防に係る啓発事業 

・ 月間行事の一つとして，市民及び食品取扱い業者に対して，食中毒予防に関する講習会を

開催した。（平成２７年７月，８月 実施 １５回，受講者数：６１０名） 

    （４） 食品表示適正化推進月間一斉監視（H2７.12） 

① 適正食品表示に係る監視指導 

・ 年末食品一斉監視の施設立入に合わせ，市内で製造・販売されている食品について，表示

の確認を実施した。また大型量販店においては，旧ＪＡＳ法及び健康増進法を所管する関係

部課と連携して立入を実施した。 （実施件数等：年末一斉結果参照） 

② 適正食品表示に係る啓発事業 

・ 月間行事の一つとして，市民及び食品取扱い業者に対して，食品の適正表示に関する

講習会を開催した。 （平成２７年１２月 実施５回， 受講者数:２１９名） 

区  分 実施件数 文書等指導件数 行政処分/違反件数 

立入検査 970（597） ９（４）      0（0） 

収去検査  41       ０（０）      ０（０） 
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第６ 重点監視指導項目 

  次表の食品等について，指導要綱等により重点的に監視指導を実施した。その他，成分規

格のある食品については，収去検査で適合を確認した。 

  特に冬期において，ノロウイルスによる大規模な集団食中毒事件が全国的に多発していることから，

給食調理場など大量調理施設の監視指導を強化した。 

 

食 品 群 指 導 要 綱 等 指 導 内 容 

生かき 

生かきの取扱いに関する指導要領 

（昭和５３年９月広島県制定） 

平成２６年度「広島かき」重点指導方針 

かき作業場に対して，講習会を実施し， 

収去検査等により，成分規格適合を確

認した。 

生食用食肉 
「生食用食肉」に関する規格基準 

（平成２３年１０月１日施行） 

生食用食肉に関する規制について、

その周知徹底を図った。 

フ  グ 
フグの処理等に関する指導要綱 

（昭和５９年４月１日施行） 

フグ・かき取扱施設，宴会場に対し

て，食中毒予防の指導を行い，食中

毒防止対策の強化を図った。 

集団給食， 

仕出し，弁当 

大量調理施設衛生管理マニュアル 

（平成９年３月厚生省生活衛生局長通知） 

給食施設の一斉点検等を行い，給食
施設での衛生管理及び取扱いを指導
した。また，大型仕出し，弁当施設に
ついても給食施設に準じて指導した。 

広域流通食品 

食品等事業者に対する食品等事業者に
対する監視指導の強化について 
（平成１９年１２月１２日厚生労働省
医薬食品局食品安全部長通知） 

広域流通食品製造施設に対して適
宜，農林部局と合同で立入調査を行
い，書類等の確認を行って適正表示
等を指導した。 

 

第７ 食中毒等健康被害発生時の対応 

呉市内における食中毒の発生状況（原因施設等が呉市外に所在する場合を除く。） 

区  分 発生件数 有症者数 死者数 

食中毒 

発生件数 

H２５年度 １（１） １（１） ０（０） 

H２６年度 ４（２） ５４（２） ０（０） 

H２７年度 ２（２） ４（４） ０（０） 

    ※（ ）内は，食中毒発生件数のうち，有症者数が５名以下の散発食中毒の内数 

    ・ 食中毒発生時には，「呉市食中毒対策要綱」に基づき，迅速かつ的確な調査を行い，原因究明を

行うとともに，原因施設に対して，事件の拡大防止・再発防止対策を実施した。 

 

第８ 食品等事業者の自主的衛生管理の推進 

１ 食品衛生講習会の開催 

講習対象者 食品取扱い者 一般市民等     合 計 

実施回数（回） ５１ ２７ ７８ 

参加人数（人） ２０９０ ７７６ ２８６６ 

・ 食品取扱い業者及び市民等に対して，食品衛生の向上を図る事業として各種衛生講習会を保健

所の主催あるいは依頼により実施した。 
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２ 「広島県食品自主衛生管理認証制度」の活用 

・ 食品取扱い業者の自主的な衛生管理の推進と市民の食生活の安全・安心の確保を目的として，

広島県において施行されている制度について，立入指導の際にその周知と普及に努めた。 

呉市での認証施設数（平成２７年度末現在） 

業   種 認証施設数 業   種 認証施設数 

かき作業場（2類） ３ みそ製造業 １ 

【参 考】 広島県認証対象業種：２１業態，県内８９施設が認証されている。（平成２７年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

３ ＨＡＣＣＰ※承認施設等の指導・育成 

※ ＨＡＣＣＰとは，食品の製造において発生しうる危害を分析し，その重要な行程を連続的に管理す

ることによって，全ての製品の安全性を保障しようとする衛生管理手法 

呉市でのHACCP承認施設 （厚生労働省の定期的な査察を受ける施設・平成２７年度末現在） 

施  設  数 監 視 回 数 

1 ４ 

  ・ 対米輸出水産食品（ゆでだこ）の製造業者への立入，監視を実施し，適正な衛生管理の実施を確

認した。平成２７年度は，厚生労働省中国四国厚生局の定期査察後の事後指導を実施した。 

４ アイスクリーム類の成分規格の自主管理 

アイスクリーム類製造業及び飲食店営業で製造したアイスクリーム類について，期間を定めて自主検

査を指導し，自主管理を推進した。 

 

第 9 関係者相互の情報交換及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施 

１ 市民への情報提供 

(1) 監視指導計画の公表 

平成２８年度監視指導計画は，計画（案）作成後，呉市保健所ホームページ，各支所において，

意見募集し，平成２７年３月末までに，呉市保健所ホームページへの掲載により公表した。 

(2) 監視指導計画の実施状況の公表 

前年度の監視指導計画実施結果は，呉市保健所ホームページに 毎年６月末までに公表した。 

２ 消費者への食品による危害発生防止のための情報提供 

 下記の方法等により，食品衛生に関する各種情報を提供した。 

(1) 食品の安全に関する情報等提供 

提供方法 ：市ホームページ，市政だより等を通じた情報提供 

提供内容 ：食中毒予防，食品の安全に関する資料等 

(2) 消費者教育等 (食中毒予防，食品表示講習会等の実施)  

  ・ 市民等からの依頼・要望等を受け，現地に出向いて，食品衛生の向上について講習会を 

実施した。（実施回数，参加者数：食品衛生講習会の開催を参照） 

(3) こども手洗い教室等のための試薬貸出事業 （利用状況：８施設，２９７名） 

 

菓子製造業（パン），かき作業場２類，菓子製造業（和生菓子），菓子製造業（洋生菓子），菓子製造

業（その他の菓子），弁当・そうざい製造業（配送・卸売り），煮豆・佃煮製造業，加工のり製造業，鶏卵

選別包装施設，弁当・そうざい製造業（店頭売り），ソース類製造業（ウスターソース類），食酢・加工酢

製造業，みそ製造業，めん類製造業，ソース類製造業（その他のソース類），ふりかけ類製造業，漬物

製造業，かき加工（冷凍）製造業，食品販売業，食肉販売業，魚介類販売業 
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 ３ リスクコミュニケーションの実施 

      消費者，事業者，行政担当者などの食品に関係する者が，それぞれの立場からの意見や情報を交換

する場を設け，相互理解を進めることを目的として「リスクコミュニケーション」を２回開催した。    

    【第１回目】 

実施日  :  平成２７年８月７日（金） 呉市福祉会館５階ホール 

参加者  ：  学校関係教職員７９名，内閣府食品安全委員会職員２名 保健所職員４名  

テーマ  ： 「食のリスク教育における基礎知識 ～学校教育関係者に期待するもの～ 」 

内 容 ： 内閣府からの基調講演とグループ討議と意見交換会 

 

    【第２回目】 

実施日  :  平成２８年２月２６日（金） 呉市オークアリーナ 

参加者  ：  消費者団体１５名，食品等事業者２０名，食品表示行政担当者９名 

テーマ  ： 「こう変わる食品表示 ～アレルゲン・栄養成分・添加物～ 」 

内 容 ： 保健所からの食品表示法の概要説明と意見交換会 

 

 

第10 食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上 

１ 食品衛生監視員等の資質向上等 

    保健所に在籍する食品衛生監視員等の資質向上や情報交換等により連携を深めること等を目的とし

て，広島県や厚生労働省等が開催する研修会や会議に積極的に参加した。 

 ２ 食品衛生責任者等自主管理を担う者の育成（呉市食品衛生協会と共催） 

・食品衛生責任者「養成」講習会の開催 

開催回数 受講人数 

４ １７２ 

＊食品営業施設等の自主衛生管理を推進するために設置が義務付けられている「食品衛生

責任者」を養成するための講習会を開催した。（講師：食品衛生監視員等） 

・食品衛生責任者「実務」講習会（再講習制度）の開催 

開催回数 受講人数 

４ ２１３ 

＊すでに食品営業施設等に配置されている「食品衛生責任者」に対して，最新の衛生知識

や情報を提供することを目的とした講習会を開催した。（講師：食品衛生監視員等） 

・食品衛生推進員（食品衛生指導員）研修会の開催 

開催回数 受講人数（のべ） 

３ ９３ 

＊食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するために呉市が委嘱した

食品衛生食品衛生推進員（食品衛生協会に所属する食品衛生指導員）の資質向上を目的

として講習会を開催した。また，新任の推進員養成講習会も実施した。（講師：食品衛生

監視員等） 
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２０１５年度福山市食品衛生監視指導計画に基づく実施結果 

福山市保健所 

 

Ⅰ 食品関係施設への立入検査に関する事項 

 

１ 年間の監視状況 

「２０１５年度福山市食品衛生監視指導計画」で，食品関係施設等の衛生状態，使用原材料，製品

のリスク等を考慮して，施設毎に目標監視件数を設定し，監視指導を実施しました。 

監視の結果，主に施設の衛生管理，設備の不備等について指導を行いました。 

また，行政処分は４件でした。（食中毒３件，規格基準違反１件） 

区分 施設数 
目標 

監視件数 
監視件数 監視率 指導件数 行政処分 

合計 13,308施設 9,575件 7,395件 77.2％ 455件 4件 

  ※ 施設数は 2015年（平成 27年）3月 31日現在 

 

２ 各種一斉監視等結果 

（１）国の通知に基づくもの 

夏期に多発する食中毒等食品による事故を未然に防止するため，「食品，食品添加物等の夏期一

斉監視」を実施しました。 

また，年末年始は多種類の食品が広域的かつ大量に流通することに伴い，食中毒等食品による事

故を未然に防止するため，「食品，食品添加物等の年末一斉監視」を実施しました。また，監視結

果の概要を本市ホームページで公表しました。 

区分 実施期間 監視件数 指導件数 

食品，食品添加物等の夏期一斉監視 7/1～8/14 1,409件 103件 

食品，食品添加物等の年末一斉監視 12/1～12/28 1,266件 56件 

  ※ 監視件数等はのべ数 

 

（２）県の制度に基づくもの                    

ア 食中毒予防月間（７～８月）                   

食中毒の発生しやすい時期である７月，８月を「食中毒予防月間」と 

し，食中毒予防の普及啓発，食品関係施設への監視指導を実施しました。 

区分 監視件数 指導件数 

食中毒予防月間 1,774件 134件 

  ※ 監視件数等はのべ数 
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イ 広島県食品表示適正化推進月間（１２月） 

さまざまな食品が集中して流通する１２月を「広島県食品表示適正化推進月間」とし，食品表示

法等を所管する関係機関が連携し，食品表示の監視指導を実施しました。 

区分 監視件数 指導件数（表示） 

食品表示適正化推進月間 1,266施設 19件 

   

（３）その他 

ア 各種行事に併せた監視 

 福山ばら祭の出店施設や敬老会，修学旅行での利用施設等に対し，集中的に監視を実施しました。 

イ 製造者等に対するＨＡＣＣＰ等導入の推進 

製造者及び加工者に対して，ＨＡＣＣＰによる工程管理の普及に向け，必要な助言や指導を行い

ました。 

 

Ⅱ 食品等の収去検査等に関する事項 

 

１ 食品収去検査 

食品製造施設や販売店等における製造品や販売中の食品等の収去検査を実施しました。 

不適となった１件について，営業者に対して指導等を行いました。 

 

 

 

 

２ と畜場における食肉検査 

区分 牛 

合計 10,739頭 

注：ＢＳＥスクリーニング検査 1,690頭実施 

（BSE検査対象は 48か月齢超の牛のみ） 

結果は全頭陰性でした。 

 

Ⅲ 食中毒発生に関する事項 

 

１ 食中毒発生状況 

２０１５年（平成２７年）１月から１２月の１年間で，市内で 4件

の食中毒が発生しました。 

発生件数 有症者数 死者数 

4件 82人 0人 

 食中毒発生時には，「福山市食中毒対策要綱（１９９８年策定）」に基づき，迅速かつ的確な調査を

行い，事故の拡大を防止しその原因究明等を行うとともに，市民への注意啓発を行いました。 

区分 目標件数 検査件数 実施率 不適件数 

合計 950件 915件 96.3% 1件 

 



 - 3 - 

Ⅳ 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項 

 

１ 講習会等実施状況                     

食品等事業者や一般消費者等に対して，食中毒予防を中心とした講習会等を実施しました。 

区分 回数 参加人数 

食品等事業者等 84回 3,668人 

 

Ⅴ 関係者相互間の情報及び意見の交換（ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）の実施に関する事項 

 

１ 市民への情報及び意見交換の実施 

ア 監視指導計画の公表 

２０１５年度監視指導計画の策定にあたっては，市ホームページへの掲載，保健所及び各支所等

へ閲覧窓口を設置し，市民から意見の募集を行い，策定後の公表も行いました。 

 

２ 消費者への食品による危害発生防止のための情報提供 

食品の安全に関する情報及び家庭における食中毒予防対策について，市ホームページ，広報ふ

くやま，講習会等を通じて情報提供を行いました。 

自主回収に関する情報を広く市民に周知するため，随時，ホームページで掲載を行いました。  

 

Ⅵ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項 

 

１ 食品衛生監視員，と畜検査員及び食鳥検査員の資質向上 

厚生労働省主催の食品安全行政講習会，全国食品衛生監視員研修会等，各種研修会へ出席しまし

た。 

 

２ 食品衛生管理者等の食品等事業者の自主管理を担う者の資質の向上 

弁当・そうざい製造業者，菓子製造業者等を対象とした食品衛生講習会等，各種講習会を実施し

ました。 

 

   


